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論点１
空き家問題に適切に対応するために、既存住宅の流通や空き家の

有効活用、景観や安全上悪影響のある場合の解消等を促進する税

制はどうあるべきか。

「固定資産税の課税の在り方」に関する論点及び検討項目

・既存住宅の活用促進のための税制について

京都市非居住住宅利活用促進税

・空き家化を未然に防止する観点からの税制措置

・空家等活用促進区域における税制措置

・空き家に対する課税の強化

住宅用地に対する特例の解除等

＜検討項目＞
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過去の東京都税制調査会答申

平成29年度

・空き家総数は年々増加の一途を辿っており、平成25 年度には約820 万戸にまで達した。今後、人口減少
が一段と進み、将来的には世帯数も減少に転じると見込まれる中、新築を中心とした住宅供給が今後も続い
ていけば、住宅の需給ギャップはますます広がっていくことが懸念される。

・こうした状況にあって、住宅政策の柱を「住宅の新築」から「中古住宅の流通」や「既存住宅の活用」へ
とシフトさせていくことは不可欠であり、新築住宅減額についても対象を重点化するなど大幅な見直しが必
要である。
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平成26年度

・近年、適正に維持管理されていない空き家が増加しており、防災上の問題等が指摘されている。老朽家屋
の取壊しが進まない理由に、解体に係る費用負担が大きいこと、更地にすると住宅用地に係る固定資産税の
軽減が適用されず負担増になること、複雑な権利関係や所有者の特定が困難なことなどが指摘されている。

・こうした空き家への対策として、各自治体では、老朽家屋等の適正管理を指導・勧告できる条例の制定や、
崩壊等の危険にさらされている廃屋等の解体費用の補助事業など、様々な施策を展開している。

・都は平成26 年度より、不燃化特区制度における特別の支援の一つとして、老朽住宅を除却した土地に係る
固定資産税・都市計画税を住宅用地と同等になるよう一定期間軽減する措置を実施し、老朽家屋の除却によ
る都市の防災性の向上に取り組んでいる。

・特定の政策目的に基づく税負担軽減措置については、政策効果と公平性とのバランス、インセンティブ効
果、より有効な手法の可能性、事業部門による施策と税制との役割分担、税収への影響等を十分に勘案する
必要がある。また、軽減措置適用後も、その政策効果については定期的な検証が必要である。
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全国の住宅ストックの状況

■ 住宅総数は世帯数を大きく上回っており、住宅は量的には充足している

■ 全国の2018（平成30）年における空き家率は約13.6%で、増加傾向にある

注 総務省統計局「住宅・土地統計調査」から作成

1958 1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018

住宅数（万戸） 1,793 2,109 2,559 3,106 3,545 3,861 4,201 4,588 5,025 5,389 5,759 6,063 6,241

世帯数（万世帯） 1,865 2,182 2,532 2,965 3,283 3,520 3,781 4,116 4,436 4,726 4,997 5,245 5,400

空き家数（万戸） 36.0 52.2 103.4 172.0 267.9 330.2 394.0 447.6 576.4 659.3 756.8 819.6 848.9

空き家率（%） 2.0 2.5 4.0 5.5 7.6 8.6 9.4 9.8 11.5 12.2 13.1 13.5 13.6
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都内の住宅ストックの状況

■ 住宅総数は世帯数を大きく上回っており、住宅は量的には充足している

■ 都内の2018(平成30)年における空き家率は約10.6%で、1998(平成10)年からほぼ横ばいとなっている

注 総務省統計局「住宅・土地統計調査」から作成

■ 空き家(81万戸)のうち、賃貸用又は売却用の住宅(62.1万戸)は約76.7％、その他の住宅(18万戸)は約22.2％を占めている(2018年)

1958 1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018

住宅数（万戸） 182.4 251.4 313.9 379.6 423.9 452.8 481.8 530.0 567.0 618.6 678.1 735.9 767.2

世帯数（万世帯） 196.9 269.2 317.9 366.4 391.5 409.5 436.0 472.0 500.5 548.7 598.5 651.0 685.6

空き家数（万戸） 4.1 6.7 12.4 21.3 34.2 39.5 41.1 52.7 62.4 66.5 75.0 81.7 81.0

空き家率（%） 2.2 2.7 4.0 5.6 8.1 8.7 8.5 9.9 11.0 10.8 11.1 11.1 10.6

4.1 6.7 12.4 21.3 34.2 39.5 41.1 52.7 62.4 66.5 75.0 81.7 81.0
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都における既存住宅の成約件数の推移

注 東京都「2021－2023東京都住宅マスタープランー成長と成熟が両立した未来の東京の実現に向けてー」（令和４年３月）

■ 既存マンションの成約件数は増加傾向にあり、戸建て住宅は横ばいとなっている

■ 全体としては既存住宅の成約件数は増加傾向にある



注 国土交通省ホームページ「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号）（法律概要）」 6

空家等対策の推進に関する特別措置法 概要



注 国土交通省ホームページ「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案 概要」から作成
7

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律 概要①
公布：令和５年６月14日
施行：公布の日から起算して

六月を超えない範囲内において
政令で定める日



注 国土交通省ホームページ「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案 概要」から作成
8

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律 概要②



注 東京都「東京における空き家施策実施方針」（令和５年３月） 9

空き家対策に関する都の方針



注 東京都「2021－2023東京都住宅マスタープランー成長と成熟が両立した未来の東京の実現に向けてー」（令和４年３月） 10

住宅政策に関する都の方針



注 京都市ホームページ「非居住住宅利活用促進税について」、
京都市「令和3年度第1回京都市持続可能なまちづくりを支える税財源の在り方に関する検討委員会」（令和３年11月５日）から作成

目的

非居住住宅の有効活用を促すとともに、その税収入をもっ
て空き家の活用を支援する施策を講じることで、住宅の供給
の促進、安心かつ安全な生活環境の確保、地域コミュニティ
の活性化及びこれらの施策に係る将来的な費用の低減を図り、
もって持続可能なまちづくりに資すること。

種別

法定外普通税

課税客体・納税義務者等

京都市の市街化区域内に所在する非居住住宅（住宅のうち、
その所在地に住所（※）を有する者がないもの）に対し、そ
の所有者に家屋価値割額及び立地床面積割額の合算額を課す。
※住民票の有無にかかわらず、居住実態の有無によって生

活の本拠を判断

課税免除

ア 事業の用に供しているもの又は1年以内に事業の用に
供することを予定しているもの

イ 賃貸又は売却を予定しているもの（事業用を除く）
※ただし、1年を経過しても契約に至らなかったものは
除く

ウ 固定資産税において非課税又は課税免除とされている
もの

エ 景観重要建造物その他歴史的な価値を有する建築物と
して別に定めるもの 等

課税標準・税率

賦課期日

当該年度の初日の属する年の1月1日

徴収の方法

普通徴収（6月、8月、10月及び1月の末日を納期限）

施行期日

市規則で定める日（予定：令和8年1月1日以後の日）

京都市非居住住宅利活用促進税 概要

11

概算 １）築約５年の最上階マンション・床面積約100㎡

家屋評価額約1500万円
土地１㎡当たり評価額約100万8千円 → 試算税額 約937,000円

２）築約20年の戸建て・床面積約100㎡

家屋評価額約270万円
土地１㎡当たり評価額約10万2千円 → 試算税額 約32,000円

非居住住宅利活用促進税の課税標準

家屋価値割 非居住住宅に係る固定資産評価額（家屋）

立地床面積割
非居住住宅の敷地の用に供する土地に係る１平方メートル当たり
固定資産評価額×当該非居住住宅の延べ床面積

非居住住宅利活用促進税の税率

家屋価値割の課税標準 税率

家屋価値割 ー ０．７％

立地床面積割

700万円未満 ０．１５％

700万円以上900万円未満 ０．３％

900万円以上 ０．６％



空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除制度

12

平成28年度税制改正により導入
令和５年度税制改正により適用期間を４年間延長（令和９年12月31日までの譲渡が対象）

注 国土交通省ホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）」



注 東京都「『木密地域不燃化10年プロジェクト』実施方針」（平成24年１月）
東京都「不燃化特区制度～燃え広がらない・燃えないまちづくり～」（令和５年４月１日）

不燃化特区制度

13

不燃化特区制度

• 整備地域のうち、地域危険度が高いなど、特に重点的・集中
的に改善を図るべき地区について、区からの整備プログラム
の提案に基づき、都が不燃化推進特定整備地区（不燃化特
区）に指定し、不燃化を強力に推進する。

• 都が地区指定要件、整備プログラムの認定要件を提示する。

（地区指定要件） （整備プログラムの認定要件）
・地域危険度が高い ・コア事業を１つ以上含んでいること
・不燃領域率が一定水準未満 ・合意形成への取組など
・新たな防火規制の導入など

• 区が地区及び整備プログラムの案を作成・提案し、都が地区
を指定・整備プログラムを認定する。

• 都は整備プログラム実施のため、期間・地域を限定して特別
の支援を実施する。

（参考）都における不燃化特区制度 平成24年２月 不燃化特区制度の先行実施地区を募集
平成25年３月 不燃化特区制度の制定



注 東京都「不燃化特区制度～燃え広がらない・燃えないまちづくり～」（令和５年４月１日）

（参考）都における不燃化特区に関する支援制度

14



注 東京都主税局ホームページ「不燃化特区内において不燃化のための建替えを行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免」、
「不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免」から作成

対象 要件 減免期間 減免割合

不燃化のための
建て替えを行った住宅

１．建替え前の家屋について
（１）不燃化特区内に所在すること
（２）家屋が耐用年限の３分の２を超過していること
（３）不燃化特区の指定日以降に取り壊され、減失登記が完了
２．新築した住宅について
（新築したマンションを購入した場合も、要件に該当すれば減免）

（１）不燃化特区内に所在すること
（２）耐火建築物等または準耐火建築物等であること
（３）検査済証の交付を受けていること
（４）新築年月日が不燃化特区の指定日から令和８年３月３１日までであ
ること
（５）住宅の居住部分の割合が２分の１以上であること
３．所有者について
新築された日の属する年の翌年の１月１日（１月１日新築の場合は同

日）において、建替え前の家屋を取壊し、滅失登記が完了した日における
所有者と、同一の者であること

新たに課税される年度から
５年度分

全額減免

老朽住宅除却後の土地

１．取壊した住宅について
（１）老朽住宅が耐用年限の３分の２を超過していること
（２）不燃化特区指定日から令和８年３月３１日までの間に取り壊されて
いること
２．取壊し後の土地について
（１）住宅の取壊しにより、土地の認定が小規模住宅用地から非住宅用地
に変更されたこと
（２）防災上有効な空地として、適正に管理されていると区から証明され
ていること
（３）住宅を取壊した日の土地所有者が、減免を受けようとする年の１月
１日時点において、引き続き所有していること

老朽住宅を除却した
翌年度から最長５年度分

住宅を除却
した後の土
地にかかる
税額の８割

15

（参考）都における不燃化特区内の固定資産税・都市計画税の減免

※R4年度実績
3億6905万9414円
（2,939件）

H26～R4年度累計

17億6277万7072円
（14,639件）

※R4年度実績
4739万7070円
（238件）

H26～R4年度累計

2億59万6161円
（1,074件）



論点２
応益課税の性格をもつ財産税として、家屋に対する固定資産税の

課税の在り方はどうあるべきか。

「固定資産税の課税の在り方」に関する論点及び検討項目

・家屋課税に係る応益性や財産税の観点からの評価

・家屋課税における応益を図る基準（価格・規模・立地等）

＜検討項目＞
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注 一般財団法人資産評価システム研究センター「令和５年度 固定資産税関係資料集Ⅰ－総括的資料編－」 17

固定資産税の概要



注 一般財団法人資産評価システム研究センター「地方税における資産課税のあり方に関する調査研究」（令和４年10月４日）資料 18

固定資産税の性格～財産税の視点①～



注 一般財団法人資産評価システム研究センター「地方税における資産課税のあり方に関する調査研究」（令和４年10月４日）資料 19

固定資産税の性格～財産税の視点②～



注 一般財団法人資産評価システム研究センター「地方税における資産課税のあり方に関する調査研究」（令和４年10月４日）資料 20

固定資産税の性格～応益性の視点～
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固定資産の課税の基準

注 一般財団法人資産評価システム研究センター「令和５年度 固定資産税関係資料集Ⅰ－総括的資料編－」

■ 固定資産税は、価格を基準に課税されている。

※物価水準による補正 木造家屋：1.00、0.95、0.90の３段階



注 京都市ホームページ「非居住住宅利活用促進税について」、
京都市「令和3年度第1回京都市持続可能なまちづくりを支える税財源の在り方に関する検討委員会」（令和３年11月５日）から作成

目的

非居住住宅の有効活用を促すとともに、その税収入をもっ
て空き家の活用を支援する施策を講じることで、住宅の供給
の促進、安心かつ安全な生活環境の確保、地域コミュニティ
の活性化及びこれらの施策に係る将来的な費用の低減を図り、
もって持続可能なまちづくりに資すること。

種別

法定外普通税

課税客体・納税義務者等

京都市の市街化区域内に所在する非居住住宅（住宅のうち、
その所在地に住所（※）を有する者がないもの）に対し、そ
の所有者に家屋価値割額及び立地床面積割額の合算額を課す。
※住民票の有無にかかわらず、居住実態の有無によって生

活の本拠を判断

課税免除

ア 事業の用に供しているもの又は1年以内に事業の用に
供することを予定しているもの

イ 賃貸又は売却を予定しているもの（事業用を除く）
※ただし、1年を経過しても契約に至らなかったものは
除きます。

ウ 固定資産税において非課税又は課税免除とされている
もの

エ 景観重要建造物その他歴史的な価値を有する建築物と
して別に定めるもの 等

課税標準・税率

賦課期日

当該年度の初日の属する年の1月1日

徴収の方法

普通徴収（6月、8月、10月及び1月の末日を納期限）

施行期日

市規則で定める日（予定：令和8年1月1日以後の日）

京都市非居住住宅利活用促進税 概要（再掲）
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概算 １）築約５年の最上階マンション・床面積約100㎡

家屋評価額約1500万円
土地１㎡当たり評価額約100万8千円 → 試算税額 約937,000円

２）築約20年の戸建て・床面積約100㎡

家屋評価額約270万円
土地１㎡当たり評価額約10万2千円 → 試算税額 約32,000円

非居住住宅利活用促進税の課税標準

家屋価値割 非居住住宅に係る固定資産評価額（家屋）

立地床面積割
非居住住宅の敷地の用に供する土地に係る１平方メートル当たり
固定資産評価額×当該非居住住宅の延べ床面積

非居住住宅利活用促進税の税率

家屋価値割の課税標準 税率

家屋価値割 ー ０．７％

立地床面積割

700万円未満 ０．１５％

700万円以上900万円未満 ０．３％

900万円以上 ０．６％



注 京都市「非居住住宅の所有者への適正な負担の在り方について 京都市持続可能なまちづくりを支える税財源の在り方に関する検討委員会答申」（令和３年４月）から作成

京都市非居住住宅利活用促進税における負担の考え方について

■負担を求める考え方

○ 特別の行政需要への対応等

住宅が存在することによる防災・ 防犯、ごみ処理、 道路や橋りょう、水道、下水道などの公共施設整

備、地域コミュニティに関する行政需要は、生活の本拠以外に所有されている住宅であっても発生してい

るが、その受益に見合った負担となっているとは言い難い。例えば、道路等の公共施設については、生活

の本拠以外に所有されている住宅が所在する地域においても整備を行う必要があるが、 こうした公共施設

整備に必要となる費用を、生活の本拠以外に所有されている住宅の所有者が十分に負担していると言える

状況とはなっていないと考えられる 。

また 、生活の本拠以外に所有されている住宅が増えることにより、防災上、防犯上又は生活環境若しく

は景観の保全上多くの問題を生じさせ、さらには地域コミュニティの活力を低下させる原因の一つにもなっ

ている。こうした現在及び将来の社会的費用の低減を図りつつ、その経費に係る財源を確保するためにも、

生活の本拠以外の住宅を所有している者に、社会的費用の発生の原因者として新たな負担を求めることも考

えられる。

■負担の求め方

① 資産価値を示すものを基に税額を算出すべきか

一種の財産税として、担税力に見合った負担を求めていくのであれば、固定資産評価額や固定資産税

額のように、資産価値を表すものを基に税額を算出することが考えられる。

② 立地条件を反映させるべきか

課税標準の算定に当たって、資産価値を家屋の固定資産評価額とする場合、対象となる家屋の立地す

る場所が考慮されず、同一の家屋であればどの場所に所在しても同じ負担になる。

よりよい立地に所在するものに、より大きな負担を求めていくことで、負担の公平性が図られるとと

もに、非居住住宅のより適切な利活用の促進につながるものと考えられる。 23


